
2020年8月4日 ふくい嶺北圏域
第1回成年後見制度利用促進体制整備連携協議会

成年後見制度の重要性及び
広域中核機関の役割等について

尾張北部権利擁護支援センター

センター長 山中和彦

（社会福祉士）



2020年8月4日 ふくい嶺北圏域
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本日の内容

1. 成年後見制度の重要性

• 権利擁護支援のツールとしての成年後見制度

2. 広域中核機関の役割等について

• 尾張北部権利擁護支援センターの事業内容

• 広域の中核機関であることのメリットを生かす
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権利擁護のツールとしての
成年後見制度
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研修会でつかう２本のビデオ

○権利擁護や成年後見制度について学ぶ研修で、
私たちは２本のビデオをよく見ていただきます。

○ひとつは、認知症高齢者が詐欺集団に搾取さ
れる様子、ヘルパーや近隣の人から金銭搾取を
受けている人を、成年後見制度を使って守る様
子を描いたビデオです。
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２本目のビデオ

• 2014年12月に放送されたＮＨＫのハートネッ
トＴＶから。

•尾張東部成年後見センター、住田センター長の
成年後見人としての実践を取材したビデオです。

•特別養護老人ホームに措置入所された90歳にな
る認知症高齢者を住田センター長がどう支援し
たか、描かれています。
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積極的権利擁護

参考
岩間伸之「高齢者の尊厳と権利擁護ー『積極的権利擁護』の推進に向けて」『実践成年後見』,No.20,2007
岩間伸之・原田正樹『地域福祉援助をつかむ』有斐閣，2012，p.118

権利侵害からの保護

基本的ニーズの充足

「本人らしい生活」と
「本人らしい変化」を
支えること

憲法２５条
人間らしい
最低限度の
暮らし。

憲法１３条
「自分らし
く生きる」
を支える。

積極的権利擁護
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権利擁護の仕事

認知症になっても、障害があっても、地域で安心し

て、自分らしく暮らしたい。

この当たり前の思いを支えること

◆一人暮らしをされている高齢者が、認知症になられました。それでも安
心して暮らし続けられるまちをつくること。
◆高齢のお母さんが、認知症になられて入所されました。それでも、障害
のある子ども（といっても中年）は安心して暮らし続けられるまちをつく
ること。

ひらたくいいかえると
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権利擁護支援と成年後見制度

成年後見制度は、権利擁護のとても有効なツール

目的

手段

権利擁護支援

成年後見制度
ほかにも、権利擁護のツールとしては、老人福祉法
上の措置制度、日常生活自立支援事業・・・等々

本人の権利を守り、自分
らしい暮らしを支える

（参考）成年後見制度利用促進基本計画でも、「成年後見制度利用促進の地域連携ネットワーク」
ではなく、「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」と表現されている。
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成年後見制度利用機会の確保

成年後見制度が、「判断能力が不十分な人の権利擁護のツール」であるなら
ば、全国どこに暮らしていても、判断能力が不十分な人の基本的権利が守ら
れるよう（憲法25条・13条の要請）、適切に成年後見制度が利用できる環境
を整えること（利用機会の確保）が行政の役割だと考えられる。

たとえば、
• そんな制度があるとは、知らなかったので権利侵害から守られなかった、ということ

があってはならない → しっかりとした普及啓発
• お金がないからといって成年後見制度が利用できないということがあってはならない。

→ 成年後見制度利用支援事業の実施は必須
• 田舎で専門職がいないから成年後見制度が利用できないということがあってはならな

い。 → 法人後見、市民後見人などで受任候補者を確保すること
などなど

成年後見制度を、「民法に書いてある財産管理のための仕組み」と考えると、成年後見
制度の利用促進が行政の責務とは考えにくいところがあります。しかし、フレームを変
えて「成年後見制度は権利擁護のツール」だと考えると、成年後見制度の利用機会の確
保は、行政の責務であると考えられます。
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尾張北部権利擁護支援センターの実践
ー 広域中核機関として ー
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愛知県内の成年後見センター等設置状況

市・社協単独型（16市町）

名古屋市社協

広域・NPO新設型

単独・社協型

知多地域成年後見センター
（10市町）

尾張東部権利擁護支援セ
ンター（６市町）

尾張北部権利擁護支援セ
ンター（４市町）

未設置

未設置（14市町村） 市：38  町：14  村： 2    計：54市町村

17市町

23市町

14市町村

（仮）あま南部権利擁護
センター（３市町）2020
年10月から
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尾張北部権利擁護支援センターの概況

構成市町：小牧市（153千人）、岩倉市（48千人）、大口町（24千人）、
扶桑町（ 35千人） ※人口は、2020年4月

管内人口：約２６万人

センター設置：2018（平成30）年４月１日
2020年４月から、成年後見制度利用促進基本計画上の
「中核機関」に位置づけ

予算：2018（平成30）年度 ２１，６００千円（初期費用含む）
2019（令和元）年度 １９，５００千円
2020（令和２）年度 ２１，１００千円（消費税分上乗せ）

開所日：平日のみ（市役所等と同じ）
相談受付時間：午前９時から午後５時まで
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職員体制

職員：相談員 常勤２名
非常勤１名（週４日）

事務員 非常勤（週４日）1名

13



2020年8月4日 ふくい嶺北圏域
第1回成年後見制度利用促進体制整備連携協議会

成年後見制度利用促進法の施行

・平成28年5月施行
・具体的に何をするかは、国が利用促進基本計画を
策定して進める。

計画の柱のひとつに、「権利擁護支援のネットワー
クの構築」とそれを推進するための「中核機関」の
設置

成年後見制度利用促進基本計画 平成29年3月閣議決定

成年後見制度利用促進法 平成28年5月施行
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成年後見制度利用促進法①

内閣府 成年後見制度利用促進サイト（http://www.cao.go.jp/seinenkouken/index.html）資料を加工

基本理念（第３条）

成年後見制度の理念の尊重

ノーマライゼーション、自己決定権の尊重、身上の保護の重視

地域の需要に対
応した成年後見
制度の利用促進

成年後見制度の
利用に関する体
制の整備

１ 保佐及び補助の制度の利用を促進する方策の検討
２ 成年被後見人等の権利制限にかかる制度の見直し
３ 成年被後見人等の医療等に係る意思決定が困難な

者への支援等の検討
４ 成年被後見人等の死亡後における成年後見人等の

事務の範囲の見直し
５ 任意後見制度の積極的な活用
６ 国民に対する周知等

基本方針（第１１条）

１ 地域住民の需
要に応じた利用
の促進

２ 地域において
成年後見人等と
なる人材の確保

３ 成年後見等実
施機関の活動に
対する支援

１ 関係機関等に
おける体制の充実
強化
２ 関係機関等の
相互の緊密な連携
の確保

平成２８年５月１３日施行
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利用促進法における市町村の役割

①地域における成年後見制度の利用に係る需要
の把握、②地域住民に対する必要な情報の提供、
相談の実施及び助言、③市町村長による審判の
請求の積極的な活用

①成年後見人等又はその候補者に対する研修の
機会の確保並びに必要な情報の提供、②相談の
実施及び助言、③成年後見人等に対する報酬の
支払の助成

①成年後見人等又はその候補者の育成及び支援
等を行う成年後見等実施機関(※)の育成、②成
年後見制度の利用において成年後見等実施機関
が積極的に活用されるための仕組みの整備

地域住民の需要に応じ
た利用の促進

（第１１条第７号）

地域において成年後見
人等となる人材の確保

（第１１条第８号）

成年後見等実施機関の
活動に対する支援

（第１１条第９号）

※成年後見センターなど

出典：法文をもとに山中作成
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地方公共団体の責務と利用促進計画

成年後見制度利用促進法
（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、成年後見制度の利用の促進に関する施策
に関し、国との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策
定し、及び実施する責務を有する。

遅くとも令和３年度まで
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地域連携ネットワーク及び中核機関の機能

1. 広報機能

2. 相談機能

3. 成年後見制度利用促進機能

a. 受任者調整（マッチング）等の支援

b. 担い手の育成・活動の促進

c. 日常生活自立支援事業等関連制度からのスムーズ
な移行

4. 後見人支援機能

5. （不正防止効果）
平成29年3月24日閣議決定「成年後見制度利用促進基本計画」P.11-16
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ケースの発見から成年後見制度利用まで
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1 普及啓発・研修（人材育成）

1. 住民のための成年後見セミナー（講演会）
2. 権利擁護支援者養成研修（２日間）
3. 行政職員・福祉職のための成年後見制度研修会
4. 住民のための成年後見制度研修会
5. 地域連携ネットワーク研修会
その他随時研修 １時間程度の勉強会の開催
民生委員協議会、老人クラブ、地域協議会、親の会、
地域包括支援センター、障害者相談支援センター
等々要請に応じて開催

小牧市

岩倉市

大口町

扶桑町

①

②

③

④

広域型としての工夫

• 研修会に参加していただくことで、理解がひ
ろがり、相談につながる

研修会の開催が最も有効な周知方法
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（参考）権利擁護支援者養成研修

受講者 ３０名定員
• 民生委員、日常生活自立支援事業支援員、地域包括支援センター職員、ケア
マネジャー、精神障害者家族の会、障害者相談員、障害福祉サービス事業所
職員、市町職員、病院職員、司法書士、市民活動をされている方 など

受講料３，０００円
（テキスト代として）
「権利擁護とソーシャルワーク」
（ミネルヴァ書房）

（１日目）１コマ７０分
① 権利擁護の理念（センター職員）
② 日常生活自立支援事業（社協職員）
③ 年金制度の基礎知識（社会保険労務士）
④ 認知症の医学的理解（医師）
⑤ 成年後見制度の基礎知識①（司法書士）
（２日目）
① 精神疾患の理解（精神保健福祉士）
② 成年後見制度の基礎知識②（弁護士）
③ 成年後見制度と市町村の責任（センター職員）
④ 後見制度の実際（社会福祉士）
⑤ グループワーク（社会福祉士）

講師は、医師、社協を除いて
適正運営委員会の専門職委員
が担当しました。
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（参考）地域連携ネットワーク研修

地域の専門職が集う場を提供。
他の専門職が、どのような仕事をしているのかを理解する。
グループワークも実施。２か月に１回の開催を目標に実施。

第１回（2019年9月19日小牧市）42名参加
「年金制度の基礎知識」（社会保険労務士）

第２回（2019年11月15日岩倉市）57名参加
「精神疾患のある人との関わり方のヒント」（精神保健福祉士）

第３回（2020年1月15日大口町）47名参加
「在宅のくらしを支える」（在宅診療医師）

第４回（2020年7月16日扶桑町）現地37名、オンライン19名
「司法書士の後見日誌」（司法書士）
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（１）電話相談（随時）

平日 午前９時から午後５時まで

（２）巡回相談（定期開催）

• 月１回（小牧市は、第１火曜日・・など固定）、各市町社会福祉
協議会の相談室を借りて実施。

• １日３組、予約制（他の市町の会場も利用可）

（３）面談による相談（随時）

①資料を見ながら説明を聞くことができる

②聞き間違いなどによる誤解が少なくなる

③夫婦や親子で同時に話を聞くことができる

2 相談業務

23

巡回相談会を定期開催することで、市町村広報に掲載できるなど、周知の
機会が増える。研修等で周知しているので、市町の窓口やケアマネジャー
などからのご紹介で予約の電話がはいることが多くなってきた。



2020年8月4日 ふくい嶺北圏域
第1回成年後見制度利用促進体制整備連携協議会

（参考）専門相談

相談は、基本的に福祉職で対応。

法律的課題については、顧問弁護士に照会し、
おって回答している。年金も、顧問の社会保険労
務士に聞いている。
（尾張東部権利擁護支援センターでは、協力専門
職名簿登録者に、出張相談を依頼できる。１回、
１５，０００円。尾張北部でも予算はあるが、実
績なし）

なんでも相談会の活用
また、あいち権利擁護ネットワーク主催の高齢
者・障害者なんでも相談会の利用をご案内する。

偶数月の第２日曜日午後１時から３時半まで。弁護士・司法書
士・社会福祉士・ケアマネ・社会保険労務士等々が、一緒の
テーブルについて相談対応。専門職の相談にも応じます。
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「どのタイミングで、センターに声を掛けたらいいかわからない」との声がありますが
対象となる方やその御家族が認知症、知的障害、精神障害で、判断能力に心配のある方
の場合は、成年後見制度の利用を検討するかどうかから検討する必要があることから、
最初から権利擁護支援センターにも声をかけていただく。

３ 担当者会議・方針決定会議への参加

①どこでどのような暮らしをされるのか
②成年後見制度を利用するか
③申立てを誰がするか
④候補者は誰が適当か 等々

小牧市 岩倉市 大口町 扶桑町 合計

平成27年度 ２件 １件 ０件 ０件 ３件

平成28年度 １件 ５件 ０件 ０件 ６件

平成29年度 ２件 ４件 ０件 ０件 ６件

平成30年度 １０件 ７件 １件 ０件 １８件

○市町村長申立の「ハードル」が下
がり、必要な人に、きちんと市町村
長申立てができるようになった。
○必要な書類の集め方、関係者との
調整をするが、申立書類そのものの
作成はしない。
○受理面接には同席する。

25

話しあうこと

市長・町長申立件数
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４ 申立て支援

申立書類は、専門職でなく市民の方でも十分作成できますが、初めての方がほ
とんどで、必要な書類や手順などを教えてもらわないと分かりにくいところが
あります。

家庭裁判所にいちいち聞くのは敷居が高いので、当センターで申立書類一式を
準備、説明、相談対応しています。２〜３回来所していただけば、提出までた
どりつけます。

市長・町長申立てにあたっても、市担当者、地域包括支援センター職員等とと
もに、情報収集、助言などお手伝いしています。

26

必要書類の
集め方、書
類の書き方
の説明

ご自分で戸籍
を取り寄せた
り、書類を書
いたり・・・。

書類の確認、
不足書類、
記載の不備
などの助言

必要書類の収
集、記載内容
の修正等

最終確認、
家庭裁判所
への申立手
順確認

家庭裁
判所へ
の申立
て

申立て支援 申立て支援 申立て支援

１回目 ２回目 ３回目



2020年8月4日 ふくい嶺北圏域
第1回成年後見制度利用促進体制整備連携協議会

５ 受任候補者調整

老人福祉法 (後見等に係る体制の整備等)
第32条の2 市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよ
う、民法に規定する後見、保佐及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適
正に行うことができる人材の育成及び活用を図るため、研修の実施、後見等の
業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦その他の必要な措置を
講ずるよう努めなければならない。 （平成２４年４月１日施行）

すくなくとも市長・町長申立てにあたっては、申立て書類の候補者欄に市町の
責任で候補者を推薦する必要があると考え、受任者調整をしています。

ご本人の
ニーズの
検討

法律的課題あり

福祉的課題あり

困難な課題なし

法的トラブルあり

法的トラブルなし

弁護士

司法書士

社会福祉士 精神保健福祉士

各種専門職

適正運営委員会でど
の専門職種が適切か

審査

各専門団体に推薦依頼

27

センター
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候補者記名の申立にあたって

○ 本人が成年後見制度を利用するにいたった経緯、本人の現状抱える課題、
その課題にどのように対処していく方針か、そのためにどの専門職種が適当か、
その専門職種のなかからその候補者とした経緯などを、当センターがまとめた
ペーパー（A4で、2，3枚程度）を申立書類に添付している。

○ 候補者が決まった段階（あるいは相談の段階）で、候補者となる専門職に
本人とあってもらったり、代理権・同意権の設定をいっしょにしてもらったり、
している。

28

（参考）
尾張東部権利擁護支援センターでは、専門職協力者名簿を作成している。
詳細は、住田敦子「尾張東部圏域成年後見制度利用促進計画の推進におけ
る地域連携ネットワークの強化」（実践成年後見 No.83、2019）
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受任候補者不足の課題への対応

「全国どの地域に住んでいても、成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用で
きる」ようにするためには、もし、専門職後見人候補がいないのであれば、市民
後見人を養成するなり、法人受任を進めるなり、必要な方策をとらなければなら
ない、と考えています。施策の方向は、４つ。

1. 親族後見人をサポートする

2. 専門職後見人を支援する

3. 法人受任をする法人を増やす
① 社協（日常生活自立支援事業との連携）

② 家族会など

③ 地域のNPO

4. 市民後見人を養成する

29
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尾張北部地域の専門職の状況
司法書士 リーガルサポート名簿登録者数（県全体２６９人）

小牧市 岩倉市 大口町 扶桑町 合計

会員数 ４人 ０人 ０人 ０人 ４人

候補者名簿登載
数

２人 ０人 ０人 ０人 ２人

※実際には、ホームページでの公開をされていない人がいます。それでも全部で数名という状況です。

社会福祉士
・愛知県社会福祉士会会員は約1400人、そのうち、ぱあとなあ会員200人
・ぱあとなあ会員のうち、受任者110人程度
・受任調整会議（毎月あり）で候補者が見つからず持ち越しになることもある。

弁護士 候補者名簿に登録されているのは、愛知県全体で４４０人

30

※尾張北部権利擁護支援センターでは、三士会に限らず、精神保健福祉士、
社会保険労務士などの専門職も候補者に挙げるようにしている。初めて受
任される方には、当センターがサポートしている。
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成年後見センターの受任件数と職員数（業務のボリューム感）

資料：住田敦子氏（尾張東部成年後見センター）調べ

0

100

200

300

400

500

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

知多地域 尾張東部

相談員数 支援員数 事務員 合計

知多地域 ９名 １５名 ５名 ２９名

尾張東部 ６名 １．５名 １．５名 ９名

平成２８年度職員数

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H28圏域内

知多地域 151 211 230 296 353 402 1100
尾張東部 5 21 28 35 36 43 484

それぞれの圏域の成
年後見制度利用者数
名古屋家裁資料28.8

積極受任型

コーディネート型
自ら法人受任する場合は適正運営
委員会の審査を受ける

31
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（参考）尾張東部成年後見センター 活動方針の転換

成年後見制度の利用が困難な低所得層の人の
ために法人後見受任をしていく。

成年後見制度の利用が必要な人に、
適切に制度利用につなげる

1. 活動の中心は、支援を必要とする人の成年後見制度を利用した暮らしの枠組みを
整えること。

2. 法人後見受任は、センターでなくては困難なケースに限定する。（受任にあたっ
ては適正運営委員会の審査を受ける）

法人後見業務で手一杯となり、このままでは、丁寧な支援が困難
になるのではないか。

活動方針を転換

当
初

Ｈ
25

以
降

１年目
終了時点

32
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1. 福祉専門職による後見が必要な場合であること

2. 個人による受任が困難である場合であること

① 頻回な支援が求められる場合

② 支援の枠組みが不十分な場合

③ 個人ではリスクが高い場合

④ 報酬が見込めない場合

⑤ 家族が複合的な問題を抱えている場合

⑥ 緊急性が高い場合

3. 公的な立場であるセンターの受任がふさわしい場合であること

（参考）法人受任と法人受任ガイドライン

法人受任が必要なケースかどうかは、法人受任ガイドラインに沿って適正運営委員会で審査。

裏返せば、虐待ケースなど必ずこの条件に該当するケースが存在し、法人
受任でなくてはならないケースがあるので、法人受任機能は必要である

センター業務の中心は「制度利用が必要な人に確実に適切に制度利用につなげる」（コー
ディネート重視）こととしており、法人受任は、必要な場合に限定。

適正運営委
員会がガイ
ドラインに
沿って審査

33
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法人受任についてどうするか
中核機関であるセンターが、法人受任についてどう取り組むかは、今後の展開
に大きく影響するので、検討を要する。

○ 後見受任は、行政の仕事ではないので、委託の範囲にはあたらない。
（市長申立案件を受任するケースもあるが、委託費のなかではなく、成年後

見制度利用支援事業の報酬助成で別途負担することになる。）

○ 福祉サービスを経営する社会福祉協議会が、後見事務を行う場合、利益相
反の関係になる場合がある。

○ 法人後見でなくてはやりきれないケースがあることや法人後見をする法人
がないと受任候補者が足りないことを念頭に、どのような枠組みにするか検討
する。

○ 中核機関として受任者調整をする立場で、自ら積極的に受任者となること
が適切かどうか。

34
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市民後見事業
尾張東部権利擁護支援センターの実践例

年度 内容

２０１５年度 市民後見人等に関する検討委員会設置【目的、対象者（年
齢要件、地理的要件）、支援体制、研修会実施方法、報酬
の考え方など協議】（家庭裁判所とも調整）
・大阪市視察

２０１５－１６ 第１期市民後見人養成研修（市民後見人バンク登録18人）

２０１７－１８ 第２期市民後見人養成研修（市民後見人バンク登録18人）

２０１９－２０ 第３期市民後見人養成研修

2019年８月現在の成果
バンク登録者３７名、受任実績１６件（リレー方式６件、新規１０件）
※尾張東部権利擁護支援センターが、後見監督人等に就任している。

35

市民後見事業をどう組み立てるか要検討。
（尾張東部は、400万円ぐらいの別予算）

「実践成年後見」No.86 参照
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６ 後見人支援

親族後見をされている方の中には、家庭裁判所に提出する書類がうまく作れ
ない、また、本人の身上監護のためのお金の使い方について、よくわからな
いという方もあります。

研修を受けた社会福祉士などの専門職でも、はじめての後見人就任には不安
があります。そこで、センターが最初はフォローしますということで、受任
していただけることもあります。また、施設等との話し合いの中で、初任者
だというべきこともいえないので、そこに立ち会ったりしています。

法律職の後見人の方は、福祉の制度や社会資源についてよくわからないとい
うことでよく相談にこられます。

【チーム支援にむけて】成年後見制度利用前からの支援者とのチーム
作りのため、顔合わせ、方針確認の場を設定。その後も、権利擁護支
援センターが間に入って、検討会議などを行っている。
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チーム支援と中核機関

ともだち
フォーマル
サービス

みまもり

インフォーマル
サービス

医療

行政

ケアマネ
包括

ヘルパー

助け合い

成年後見人等は、
新しい支援者仲間

支援者チームに、
①法律上の権限をもっていて
②亡くなるまで寄り添う
支援者が一人加わる。

37

既存の支援者チームに繋い
でいく。

※候補者推薦にあたっては、
チーム支援に理解があるこ
とを条件にしている。
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運営の仕組み（広域型センター）

適正運営委員会運営協議会

• 委託元である行政の協議の場
• 高齢福祉、障害福祉担当の各課長、

尾張北部権利擁護支援センターで
構成

• 委託内容の検討
• 提案された仕組みの予算化、事業
化の検討

• 年３回

• 委託先であるセンターに置く委員会
• 弁護士、司法書士、社会福祉士、精

神保健福祉士、社会保険労務士、高
齢福祉、障害福祉担当のいずれかの
課長、尾張北部権利擁護支援セン
ターで構成

• 事業内容への助言、受任者調整の機
能、苦情処理の機能

• 行政との課題の共有
• 新しい仕組みの提案
• ２か月に１回（年６回）

運営に行政が積極的に関与し続ける仕組み

これまでの実施例（尾張東部権利擁護支援センター）
① 成年後見制度利用支援事業の統一化と拡充
② 協力専門職名簿登録制度
③ 市民後見人養成事業
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権利擁護に関わる市町村の役割と権限

1. 虐待防止

① 高齢者虐待防止法等における調査等

② 老人福祉法等のやむを得ない場合の措置

2. 成年後見制度

① 市町村長申立て制度

② 成年後見制度利用促進事業

委託先任せにできない権利擁護のための権限や役割が、市町村にはある。

委託先任せにならないよう、課長が参加する委員会・協議会を仕組みとし
ていれる。
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司法関係との連携

• 三士会
• 愛知県弁護士会、愛知県司法書士会、愛知県社会福祉士
会が、年６回打ち合わせ会議を開催

• 三士会＋県で、成年後見利用促進委員会（行政、社協等
向けの研修会）を年１回開催

• 名古屋家庭裁判所

• 家事関係機関と家庭裁判所との連絡協議会（年１回）

• 参加者：県・中核機関と設置市町・弁護士会・司法書士会・
社会福祉士会と家庭裁判所裁判官、書記官

• 目的：制度運用に関し、家事関係機関と家庭裁判所の間でイ
メージの共有、利用促進計画に基づく関係機関との連携

• テーマ：中核機関の行うマッチングと後見人選任の場面にお
ける中核機関、家庭裁判所及び専門職団体のあり方等

40
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広域中核機関のメリットを生かす工夫①

◆スケールメリット
人口５５万人都市と同じだけのスケールでできるということ。人口の少ない

町もスケールメリットを生かせる取組は何かを明確にしアピール。
・予算が比較的取りやすい。とはいえ、最初にしっかり確保しましょう。

◆継続性のメリット
行政の弱点は人事異動ですが、１０市町もあれば多くの課長さんが残ります。

◆協働と競争のメリット
共同（協働）事業なので、とにかく仲良く、いいところだけでなくしんどい

ところも共に助け合っていきましょう。
・各市町の得意なところを持ち寄ることができる（ノウハウの共有）
・実績が比較される。自分のところもしっかりやらなくてはとの競争意識。
・特定の機能だけ参加しますというのは、「いいとこどり」になります。
・連携は、他でも活かせる（介護保険の事業者指導の共同化など）。
・幹事市まかせにしない。
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◆社会福祉協議会が担うことのメリット
・「社会福祉協議会が中核機関を担う」メリットを追求する。
・権利擁護は、社協の看板事業
・成年後見制度は「中核機関に任せた！」とならないように。
・各市町の社会福祉協議会との役割分担を整理する。

◆オンラインツールを生かそう
・相談、研修、会議に、オンラインでの取組を導入することで広域の不
便さ（移動コスト）を低減することが可能。

・日常業務に使わないノートパソコンを確保（情報漏洩リスク回避）

広域中核機関のメリットを生かす工夫②
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地域連携ネットワークをどうつくるか

権利擁護支援のための地域連携ネットワーク

○認知症になっても、障害があっても、自分の住み慣れた地域で、安心して、
自分らしい暮らしを継続できる。

○「地域共生社会」の取組（改正社会福祉法）が、今後、各市町で取り組ま
れることになっている。これに、広域型の中核機関はどう関わっていくのか。

個別支援 地域づくり

43

中核機関の役割
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（参考）日常生活自立支援事業実態調査報告書を読む

全国社会福祉協議会
平成３０年度日常生活自立支援事業実態調査報告書（平成３１年３月）

「日常生活自立支援事業の今後の展開に向けて〜地域での暮らしを支える意思
決定支援と権利擁護」

https://www.shakyo.or.jp/tsuite/jigyo/research/20190419_nichiji.html

ぜひ読んでください。
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日常生活自立支援事業が果たしている役割

① 本人の意思決定を支援する役割
他の事業では実施しづらい金銭管理サービスへの期待は大きいが、意思決定を
支援する事業であること。

② 複合的な生活課題を解決し、権利擁護を図る
役割
本人だけでなく世帯全体の支援に繋がる。

③ 成年後見制度等の権利擁護支援への入り口と
しての役割
判断能力の低下が少ない段階で支援に関わることで、本人の意思や選好も把握
しやすくその後の意思決定に資する。早期に関わることで選択肢が広がる。

④ 地域のネットワークをつくる役割
地域住民である支援員が関わることの意義

出典：全国社会福祉協議会「日常生活自立支援事業の今後の展開に向けて」p.46-47 一部改変
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今後の事業の方向性

① 成年後見制度の利用促進と本事業を一体的に
展開することにより、地域における総合的な
権利擁護体制を構築する。

② 各市町村において、地域共生社会の実現に向
けた包括的支援体制の中に権利擁護の課題へ
の取組を位置づけ、体制整備を推進する。

③ 市町村が主体となって日常生活自立支援事業
を実施していくことを含め、事業実施主体の
在り方について検討を行う。

出典：全国社会福祉協議会「日常生活自立支援事業の今後の展開に向けて」p.47-48
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取組課題

① 専門員の体制強化とバックアップ体制

② 関係機関との連携と役割分担

③ 生活保護受給者への支援

④ 生活支援員の確保、活動支援

⑤ 成年後見制度への移行・連携

⑥ 業務の効率化と不正防止の取組強化

⑦ 運営の財源確保、市区町村との関わり

⑧ 権利擁護に関する取組の拡充

出典：全国社会福祉協議会「日常生活自立支援事業の今後の展開に向けて」p.46-64
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（参考）地域共生社会への取組との関係

•地域共生社会の実現に向けた市町村における包
括的な支援体制の整備に関する全国担当者会議

• https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000114092_00001.html

•広域の中核機関が、どのような形で、各市町が
独自で取り組む「地域共生社会」への取組に参
加していくのか、検討課題。

•解説ビデオをみると、考え方がよくわかります。
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（参考）尾張北部権利擁護支援センター研修会

行政職員・福祉職のための成年後見制度研修会

2020年8月25日（火）13:30-16:15
・当センター職員による基礎知識の講義

・実践報告事例 包括職員

権利擁護講演会「一人になっても安心して暮らしたい」

2020年9月26日（土）13:30-16:00
講師 尾張東部権利擁護支援センター住田センター長

パネルトーク 大口町職員、大口町社会福祉協議会職員等

いずれもオンライン受講可能です。

お申し込みは、当センターホームページから。
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連絡先
特定非営利活動法人尾張北部権利擁護支援センター

電 話 ０５６８－７４－５８８８
ファックス ０５６８－７４－５８５５
メール mail@owarihokubu-kenriyougo.net
ホームページ https://owarihokubu-kenriyougo.net

ホームページ→

４８５－００４１ 愛知県小牧市小牧五丁目４０７番地
ふれあいセンター２階

遠慮なく、お問い合わせください。
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